
保護者のみなさまへ 

新型コロナウイルス感染症の予防について（お願い）（令和５年４月１日時点） 

 
山形市教育委員会   

 

 日頃より本市の教育活動にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。 

今後とも、保護者の皆さまには、お子さまの健康状態の把握、並びに感染症予防対策等に対
し、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

１ 感染症予防対策について 

◯毎朝、ご家庭でお子さまの健康状態の確認＊と体温の測定をお願いします。 

  ＊発熱、咳、のど痛、鼻水、頭痛、だるい、気持ちが悪いなどの症状がないか確認して下さい。 

 

 ◯学校教育活動において、マスクの着用は求めないことを基本とし、個人の判断とな

ります。ただし、混雑した電車やバスを利用する場合、医療機関や高齢者施設等を訪問する

場合などは、マスクの着用を推奨しています。 

 

２ お子さまの出席停止の取扱い等について 

 以下の⑴～⑵場合、お子さんの登校をひかえてください。なお、出席停止（欠席と扱 

わない）として対応いたしますので、学校に症状や理由等も含め連絡してください。 

 

 

 

 

 

 

  

⑵お子さんが陽性者または濃厚接触者となった場合 

   ⇒すぐに学校へ連絡をお願いします。 

その際、お子さんの症状や具体的な状況をお知らせください。 

  ⇒学校が留守番電話の場合は、学校の緊急連絡先に連絡してください。 
 ⇒陽性者の診断を受けた場合の療養期間については、かかりつけ医等の指示に従って 

ください。（裏面でご確認ください。） 

  ⇒濃厚接触者と特定された場合の自宅待機期間については、裏面でご確認ください。 

   

 

 

 
 

 

 

⑴本人に発熱やのど痛、咳など普段と異なる症状がある場合 
⇒登校をひかえ、かかりつけ医を受診されるか、検査キット等を用いて検査を 
行ってください。 

⇒陽性者の診断を受けた場合の療養期間については、かかりつけ医等の 

指示に従ってください。（裏面でご確認ください） 

 ⇒検査キットで陽性となった場合にもすぐに学校に連絡をお願いします。 

結果などが 

わかるまで 

⇒裏面につづきます。 



 

３ 陽性者等の療養期間や自宅待機期間について 

 ※５類感染症に移行後の療養期間等については、国の方針が決まり次第、改めてお知らせします。 

 

 自宅療養期間 

（出席停止として対応） 

解除後の留意点 

（学校としての対応） 

陽性と 

な っ た

場合 

症 状 が

ある方 

発症日を０日とし、翌日より７日間を

経過し、かつ症状軽快後 24 時間を経

過した場合には８日目から解除可能。 

 

※現在入院している方、人工呼吸器等によ

る治療を行った方、高齢者施設に入所し

ている方は１０日間経過し、かつ症状軽

快後７２時間経過するまで 

8日目からは登校可能となりますが、10

日目までは感染リスクがゼロではない

ことより、8 日目から 10 日目にあたる

期間は、学校生活においては、次のよう

に対応します。 

 

⑴発熱などの症状がある場合には登校を

控えてください。 

⑵学校生活においてはマスク着用などの

感染対策にご協力ください。 

⑶感染リスクが高い行動を避ける必要が

あることより、運動や部活動（大会等を

含む）などへの参加を控えてください。 

⑷感染リスクの高い場所の利用や会食は

控えるようにしてください。 

症 状 が

ない方 

 

検体採取日を０日とし、翌日より７日

間を経過した場合には８日目に療養

解除可能。（保育園等の園児、小中学生

の児童、生徒は原則７日間療養です。） 

 

※療養期間中に症状が出た場合、その日か

ら上記「症状がある方」が適用されます。 

同居家族について 

 

普段から生活を共

にされている同居

家族は、「濃厚接触

者」となります。 

 

※二世帯住宅で生活

が分かれているな

ど判断に迷う場合

は「陽性者健康フ

ォローアップセン

ター」の相談用電

話番号に問い合わ

せしてください。 

 

TEL 

050-5530－2138 

濃厚接触者の自宅待機期間について 

※症状が出た場合には、検査キットを用

いて検査を行ってください。 

 

⑴陽性者と隔離・感染対策ができる場合 

  陽性者と部屋を分け感染対策を

講じた日を０日とし、翌日より５日

間の自宅待機をお願いします。（保

育園等の園児、小中学生の児童、生

徒は原則５日間待機です。） 

 

⑵陽性者と隔離・感染対策ができない場合 

  小さいお子さんを看病するなど

隔離できない場合は、陽性者の療養

期間終了日を０日として翌日より

５日間待機をお願いします。可能で

あれば、看病する人は１人に限定し

ましょう。 

6 日目からは登校可能となりますが、7

日目までは発症リスクがゼロではない

ことより、6日目から 7日目にあたる期

間は、学校生活においては、次のように

対応します。 

 

⑴陽性者以外の家族または本人に、症状が

あらわれた場合には登校を控えてくだ

さい。 

⑵学校生活においてはマスク着用などの

感染対策にご協力ください。 

⑶感染リスクが高い行動を避ける必要が

あることより、運動や部活動（大会等を

含む）などへの参加を控えてください。 

⑷感染リスクの高い場所の利用や会食は

控えるようにしてください。 

 

 


